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議第20号議案

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスを原因とする肝硬変・肝がん患者に対する救済を求
める意見書

　現在、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスによる肝炎患者等に対する医療費助成は、Ｂ型・Ｃ型
慢性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療やＢ型慢性肝炎の核酸アナログ製剤
治療のほか、一部の肝硬変に係る治療に限定されている。より重篤化した肝硬変・肝が
んに対する治療については、助成制度がないことから、患者の多くは高額の医療費を負
担せざるを得ず、生活に支障を来している。
　また、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法において、肝
硬変や肝がん患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めることと
の附帯決議がなされているが、国の支援は十分とは言えないのが現状である。
　さらに、現在の身体障害者福祉法に基づく肝臓機能障害の認定基準は、肝硬変・肝が
ん患者の病態に合致するものとなっていないことから、支援が必要な病態にある患者の
多くが認定を受けることができない現況にある。
　よって、国においては、下記事項に早急に取り組まれるよう強く要望する。

記

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスを原因とする肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制
度の充実及び生活支援制度を創設すること。

1.

Ｂ型・Ｃ型ウイルス性肝炎を含む肝臓機能障害の認定基準を緩和し、患者の病態
（特に肝硬変・肝がん患者）に応じた認定基準とすること。

2.

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

　平成25年12月16日

　群馬県議会議長　久保田順一郎
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